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構造改革特別区域における「特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物  

設置事業」の全国展開について   

「厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置  

及びその適用を受ける特定事業を定める省令等の一部を改正する省令」（平成24年厚生労  

働省令第53号。以下「改正省令」という。）については、本日公布、施行されたところで  

あるが、その趣旨及び主な内容は下記のとおりである。また、改正省令の施行に伴い、関  

係通知の一部を別添1のとおり改正し、本日より適用することとしたので、十分御了知の  
上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないよ  

うにされたい。   

なお、この通知については消防庁と協議済みであるので、念のため申し添える。  

記  

第1 改正の趣旨  

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定短期入所生活介護事業所及び指定介護   

予防短期入所生活介護事業所（以下「特別養護老人ホーム等」という。）については、原   

則として耐火建築物でなければならないこととされており、2階及び地階に居室（療養   

室）その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」という。）を設けてい   

ない場合のみ準耐火建築物とすることとされているが、構造改革特別区域法（平成14年   

法律第189号）に基づく特例措置として、一定の要件の下で、2階に居室等を設ける場   

合等にも準耐火建築物とすることが認められているところである。  

今般、当該特例措置について、「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置   


























































